
射
場
始

殿
上
賭
弓
等
に
お
け
る

． 

は
じ
め
に

射場始・殿上賭弓等における「中科J（山本）

平
安
時
代
に
は
様
々
な
宮
廷
儀
礼
・
行
事
が
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
歩
射
の

優
劣
を
競
っ
た
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
行
事
に
も
複
数
の
も
の
が
あ
っ
た
。
年
中
行
事

と
し
て
の
歩
射
は
、
正
月
十
七
日
に
衛
府
の
射
を
試
す
る
射
礼
、
翌
十
八
日
に
近
衛

・
兵
衛
の
射
手
が
左
右
に
分
か
れ
て
勝
敗
を
競
う
賭
弓
、
十
月
五
日
に
公
卿
以
下
殿

上
人
が
天
皇
の
前
で
賭
弓
を
行
う
射
場
始
が
あ
っ
た
。
臨
時
行
事
と
し
て
も
、
内
裏

射
場
で
の
殿
上
賭
弓
だ
け
で
な
く
、
東
宮
・
中
宮
、
摂
関
私
邸
に
お
け
る
殿
上
賭
弓

や
小
弓
合
な
ど
の
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
諸
記
録
や
物
語
に
多
く
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
・
物
語
に
は
、
公
卿
・
殿
上
人
が
射
手
と
な
る
射
場
始
・
殿

上
賭
弓
と
小
弓
合
に
お
い
て
、
「
中
科
」
の
者
が
「
懸
物
」
を
給
わ
っ
た
こ
と
、
射
場

始
で
は
射
手
が
射
る
前
に
「
能
射
」
の
者
が
数
人
、
一
度
ず
つ
射
を
披
露
し
た
こ
と

な
ど
が
主
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
歩
射
儀
礼
の
儀
式
次
第
や
成
り
立

ち
に
つ
い
て
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る

E
も
の
の
、
「
中
科
」
「
能
射
」
と
い
っ
た
言

葉
の
表
す
具
体
的
意
味
や
両
者
の
関
係
、
「
懸
物
」
と
の
つ
な
が
り
な
ど
、
細
か
い
部

分
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
諸
記
録
が
共
通
し
て
残

し
て
い
る
「
中
科
」
「
能
射
」
の
具
体
的
意
味
や
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
歩
射
儀
礼
そ
の
も
の
の
も
つ
意
義
に
迫
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
歩
射
儀
礼
に
お
け
る
「
中
科
」
の
語
義
と
「
能
射
」

「
中
科
」

山

本

「
懸
物
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

佳

奈

そ
れ
ら
が
表
す
儀
礼
の
意
義
に
つ
い
て
考
察

射
場
始
と
は
、
十
月
五
日
を
式
日
と
し
て
、
公
卿
・
殿
上
人
が
歩
射
を
行
う
儀
礼

で
、
十
月
三
日
に
左
右
衛
門
府
が
内
裏
射
場
に
棚
（
的
の
背
後
に
あ
る
山
形
の
土
）

を
築
き
、
正
月
十
八
日
の
賭
弓
の
前
に
射
芸
始
め
と
し
て
催
さ
れ
る
年
中
行
事
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
十
月
五
日
に
支
障
が
あ
り
延
期
さ
れ
る
場
合
に
は
十
二
月
中
に
行

わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
年
内
に
射
場
始
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
ら
翌
年
の
賭
弓
は
開
催

し
な
い

E
。
射
場
始
と
い
う
名
称
の
所
見
は
『
日
本
紀
略
』
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）

間
十
月
十
日
で
、
儀
式
書
で
は
『
政
事
要
略
』
所
引
の
『
蔵
人
式
』
『
清
涼
記
』
が
早

い
例
で
あ
り
、
以
降
鎌
倉
期
ま
で
記
録
に
見
え
る
fvo
射
場
始
の
儀
式
次
第
を
『
西

宮
記
』
『
江
家
次
第
』
な
ど
か
ら
簡
略
に
整
理
す
る
と
、

①
天
皇
が
射
場
殿
に
出
御
。

②
的
を
懸
け
る
。

③
公
卿
参
入
。

④
上
卿
が
蔵
人
顕
に
「
能
射
」
の
人
を
申
し
準
備
さ
せ
、
「
能
射
」

⑤
公
卿
に
衝
重
を
給
う
。

⑥
所
掌
を
召
し
て
度
数
・
懸
物
・
前
後
射
手
・
念
人
を
書
か
せ
、

「
中
科
」
の
語
義
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の
者
が
射
る
。

御
所
に
進
め
る
。
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（
朱
）
「
中
宮
小
弓
事
」

第4号

⑦
殿
上
の
六
位
が
内
蔵
寮
の
懸
物
を
射
場
殿
の
東
南
の
住
に
付
し
、
射
分
銭
の
机
を

置
き
、
后
宮
の
懸
物
の
女
装
束
を
結
び
つ
け
る
。

＠
前
後
の
射
手
が
順
次
射
る
。

⑨
射
終
わ
っ
て
勝
方
と
「
中
科
」
の
者
を
申
し
、
勝
方
公
卿
は
再
拝
、
「
中
科
」
の
者

に
は
懸
物
を
給
う
。

⑮
天
皇
還
御
。

と
な
る
。

ま
ず
、
「
中
科
」
と
は
何
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た

め
に
儀
式
書
・
古
記
録
に
見
え
る
「
中
科
」
、
お
よ
び
そ
れ
と
同
様
の
語
義
を
持
っ
と

思
わ
れ
る
「
当
科
」
「
射
科
」
な
ど
の
「
科
」
を
含
む
用
語
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の

が
次
の
表
ー
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
挙
げ
ら
れ
る
「
中
科
」
の
も
つ
特
徴
は
次
の
三
点

で
あ
る
。
①
射
場
始
・
殿
上
賭
弓
・
小
弓
合
や
そ
の
他
臨
時
の
歩
射
行
事
（
土
の
み
に

見
ら
れ
る
。
同
じ
賭
弓
で
も
正
月
十
八
日
の
賭
弓
に
は
見
ら
れ
な
い
。
②
「
中
科
」

と
さ
れ
る
射
手
は
公
卿
・
殿
上
人
に
限
ら
れ
、
殿
上
賭
弓
で
は
公
卿
が
射
手
に
加
わ

る
後
半
部
分
で
し
か
「
中
科
」
の
次
第
は
な
い
fvo

③
「
中
科
」
と
さ
れ
る
射
手
は

多
く
な
い
が
、
「
中
科
」
の
場
合
は
「
懸
物
」
が
与
え
ら
れ
る
。

「
中
科
」
の
具
体
的
語
義
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
る
前
に
、
射
場
始
や
殿
上
賭
弓

等
に
お
け
る
歩
射
の
基
本
的
な
形
式
を
確
認
し
て
お
く
。
射
手
は
前
後
に
分
け
ら
れ
、

決
め
ら
れ
た
度
数
（
多
く
の
場
合
、
三
度
ま
た
は
五
度
）
射
る
。
最
終
的
に
前
後
で

的
中
し
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
合
計
し
、
多
い
方
が
勝
ち
と
な
る
。
だ
が
、
い
ま
検
討
し

て
い
る
「
中
科
」
に
つ
い
て
は
、
勝
敗
に
関
係
な
く
「
中
科
」
と
な
っ
た
射
手
個
人

が
懸
物
を
給
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
な
の
は
決
め
ら
れ
た
度
数
の
中
で
、
各
射

手
が
何
矢
射
て
そ
の
う
ち
何
矢
中
っ
た
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
私
は
先
に
賭
弓
に
お

け
る
一
度
当
た
り
の
射
数
に
つ
い
て
検
討
し
た

E
が
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
小
弓
合

の
結
番
（
対
戦
表
）
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

史人
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度

中
納
言
的
皮
的
皮
的
的
、

新
中
納
言
皮
皮
皮
皮
皮
的
、

権
大
夫
皮
皮
皮
皮
皮
皮
、

頭
宗
通
的
皮
皮
皮
的
皮
、

刑
部
卿
皮
的
皮
的
皮
皮
、

中
将
国
信
皮
的
的
的
的
皮
、

（
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
七
年
〈
一

O
九
三
〉
三
月
十
一
日
条
）

射場始・殿上賭弓等における「中科j （山本）

こ
れ
を
見
る
と
、
三
度
の
場
合
一
人
が
六
矢
射
て
い
る
。
六
矢
が
「
皮
」
と

「
的
」
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
「
的
」
は
的
中
を
意
味
し
、
「
皮
」
は
は
ず
し
た
場
合

を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
六
矢
の
「
的
」
「
皮
」
表
記
は
、
射
手
一
人
一
人
の
成
績

な
の
で
あ
る
。
一
度
で
一
人
は
二
矢
射
て
、
三
度
の
場
合
六
矢
、
五
度
の
場
合
十
矢

射
る
こ
と
に
な
る
。
一
度
に
お
い
て
射
手
一
人
が
射
た
二
矢
は
、
天
徳
四
年
（
九
六

O
）
の
殿
上
賭
弓
に
「
余
剰
刻
中
的
」

E
、
寛
弘
五
年
（
一

O
O八
）
の
射
場
始
の

I
l
l
l

は
や

「
権
中
納
言
能
射
一
人
他
、
中
兄
矢
」

E
の
記
述
か
ら
、
兄
矢
〈
甲
矢
と
も
）
と

お
と
や

弟
矢
（
乙
矢
と
も
）
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
は
現
代
に
も
通
じ
て

い
る
。
一
矢
目
が
兄
矢
、
二
矢
自
が
弟
矢
で
あ
る
。
同
様
の
結
番
の
例
は
他
に
『
朝

野
群
載
』
（
巻
第
五
、
朝
儀
下
）
に
「
康
和
元
年
春
」
と
さ
れ
る
も
の

E
が
あ
り
、
殿

上
賭
弓
の
結
番
は
『
中
右
記
』
永
長
元
年
（
一

O
九
六
）
三
月
二
十
四
日
条
に
見
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
小
弓
の
結
番
と
同
様
に
「
皮
」
と
「
的
」
で
成
績
が
表
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「
中
科
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
の
こ
と
で
あ
る
か
、
具

体
的
に
表
さ
れ
て
い
る
史
料
を
挙
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）
。

A

『
江
家
次
第
』
巻
第
九
、
十
月
、
射
場
始

（
前
略
）
次
立
射
之
、

度
数
依
時
議
不
必
三
度
、
射
畢
後
所
掌
取
簡
・
硯
等
、
如
初
居
上
卿
前
、
申
某

方
勝
、
兼
某
人
中
科
由
、
依
小
員
、
若
持
依
度
数
、
共
持
無
拝
退
入
、
（
中

略）
①
剖
割
引
利
剖
刈
」
珂
凶
ヨ
剥
料
、

上
卿
令
奏
、
〈
用
所
掌
、
所
掌
入
無
名
門
付
奏
者
、
或
一
声
、
如
奏
札
可
進
欺
、
〉

宇
治
殿
仰
云
、
上
卿
執
弓
自
可
申
、
令
職
事
奏
之
由
、
是
幼
主
時
例
、
〈
見
小

野
宮
記
、
〉
勅
許
後
所
掌
著
座
、
召
某
人
、
某
人
参
候
所
掌
傍
、
所
拳
取
懸
物

給
也
、

九
僚
殿
記
、
射
手
自
可
取
由
云
々
、
某
人
一
拝
而
退
、
②
斗
刈
制
利
1
斗
刈

中
科
者
給
過
人
、
二
人
中
科
或
不
給
之
、
或
分
給
之
、
戎
令
射
一
度
給
中
者
、

〈
又
不
中
者
不
給
之
、
〉

還
御
、
（
後
略
）

こ
の
記
事
は
式
次
第
の
⑨
に
あ
た
る
、
勝
敗
判
定
、
勝
方
奏
上
、
持
舞
退
出
の
部

分
で
あ
る
。
射
手
全
員
が
射
終
わ
っ
て
、
「
所
掌
」
が
簡
と
硯
を
取
っ
て
上
卿
の
前
に

置
き
、
勝
方
と
「
中
科
」
の
人
を
上
卿
に
報
告
す
る
。
所
掌
か
ら
報
告
を
受
け
た
上

卿
は
、
所
拳
を
通
じ
て
天
皇
に
勝
方
と
「
中
科
」
の
者
が
い
れ
ば
そ
の
旨
を
奏
す
る
。

勝
方
射
手
た
ち
は
拝
舞
し
て
退
き
、
「
中
科
」
の
者
に
は
懸
物
が
与
え
ら
れ
る
。
勝
方

は
的
中
矢
数
（
小
員
）
で
判
定
す
る
が
、
小
員
同
数
（
「
持
乙
な
ら
勝
っ
た
度
数
が

上
回
っ
た
方
を
勝
方
と
す
る
。
度
数
も
同
数
（
「
持
乙
な
ら
引
き
分
け
と
な
り
、
拝

舞
す
る
こ
と
な
く
射
手
た
ち
は
退
く
。

こ
こ
で
と
く
に
「
中
科
」
に
注
目
す
る
と
、
傍
線
部
①
よ
り
、
コ
一
度
の
場
合
は
六

矢
の
う
ち
三
矢
を
的
中
さ
せ
た
者
を
「
科
」
（
H

「
中
科
」
）
と
す
る
こ
と
、
傍
線
部

②
よ
り
「
過
科
」
の
者
と
「
中
科
」
の
者
が
い
る
場
合
に
は
「
過
科
」
の
者
に
懸
物

を
給
い
、
「
中
科
」
の
者
が
二
人
い
る
場
合
に
は
両
人
と
も
給
わ
ら
な
い
、
も
し
く
は

両
人
と
も
給
う
、
ま
た
は
そ
の
両
人
に
も
う
一
度
射
さ
せ
て
的
中
し
た
者
に
懸
物
を

給
う
、
と
し
て
い
る
。
「
中
科
」
の
語
義
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
「
過
科
」

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
「
中
科
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
実
例
で
確
認
し
て
み
よ
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正
暦
四
年
（
九
九
三
）
コ
一
月
二
十
九
日
の
殿
上
賭
射
で
は
、
「
三
度
為
限
、
読
申
等

｛藤原）

儀
如
射
場
始
、
（
中
略
）
右
少
将
通
任
中
科
、
〈
三
度
的
三
、
〉
伺
給
懸
物
、
蔵
人
解

懸
物
賜
之
、
執
之
一
拝
出
之
」
（
『
小
右
記
』
向
日
条
）
と
あ
り
、
寛
治
四
年
（
一

O

（
藤
原
経
書
〉

九
O
）
十
一
月
七
日
の
射
場
始
で
は
「
二
位
中
将
〈
経
〉
、
矢
三
中
的
、
給
懸
物
、
一

拝
、
雄
然
前
方
勝
了
、
諸
卿
拝
」
（
『
中
右
記
』
同
日
条
）
、
「
度
数
事
付
頭
弁
奏
之
、

三
度
為
限
、
書
了
取
筒
、
（
中
略
）
此
間
懸
物
令
置
之
、
射
手
進
之
、
置
懸
物
如
常
、

（
中
略
）
所
掌
令
奏
了
、
女
房
装
束
取
之
、
科
人
二
位
中
将
経
実
給
之
、
乍
一
拝
、

了
公
卿
起
、
了
退
出
了
」
（
『
後
二
条
師
通
記
』
同
日
条
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
射

が
三
度
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
三
矢
的
中
し
た
者
が
「
中
科
」
の
者
と
し
て
懸
物
を

給
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

正
暦
四
年
（
九
九
三
）
一
一
月
六
日
に
内
大
臣
藤
原
道
兼
の
山
荘
で
催
さ
れ
た
賭
弓

で
は
、
「
晩
頭
左
右
相
分
、
上
達
部
・
殿
上
人
射
、
前
勝
、
募
以
小
鮎
、
以
罵
為
懸
物
、

（
藤
原
公
任
）

即
繋
前
庭
樹
、
藤
宰
相
中
科
、
又
少
納
言
実
成
問
中
、
仇
共
不
得
、
其
後
近
衛
府
宮

人
等
射
之
、
三
度
了
、
各
々
分
散
」
（
『
小
右
記
』
同
日
条
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
藤
原

公
任
と
藤
原
実
成
が
同
じ
く
「
中
科
」
と
な
っ
た
た
め
、
両
人
と
も
懸
物
を
給
わ
ら

な
か
っ
た
。
康
和
元
年
（
一

O
九
九
）
四
月
四
日
の
小
弓
合
B
で
は
、
「
六
位
弁
侍
等

有
小
弓
合
事
、
十
番
、
〈
射
手
廿
人
也
、
〉
縫
殿
允
定
長
科
射
数
的
、
〈
玉
、
〉
左
兵
衛

尉
定
道
科
的
、
〈
五
、
〉
懸
物
各
以
給
之
」
（
『
後
二
条
師
通
記
』
同
日
条
）
と
あ
り
、

何
度
催
さ
れ
た
の
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
的
中
数
「
五
」
で
「
中
科
」
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
三
度
で
は
な
く
五
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
も
二
人
「
中
科
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
両
人
に
懸
物
が
そ
れ
ぞ
れ

与
え
ら
れ
て
い
る
。

A
『
江
家
次
第
』
の
記
事
の
と
お
り
、
二
人
「
中
科
」
の
者
が

い
た
場
合
の
懸
物
に
つ
い
て
は
、
時
宜
に
応
じ
て
給
わ
る
か
給
わ
ら
な
い
か
判
断
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

A
『
江
家
次
第
』
に
み
え
る
「
過
科
」
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
た
史

料
は
な
い
が
、
文
意
か
ら
し
て
お
そ
ら
く
「
中
科
」
よ
り
も
的
中
数
が
上
回
る
こ
と

を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第 4号史人

で
は
、
三
度
で
な
い
場
合
の
「
中
科
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

B
『
江
家
次
第
』
巻
第
九
、
十
月
、
射
場
始

（
前
略
）
明
義
門
廊
西
第
二
間
中
央
以
東
、
副
壁
敷
建
、
其
上
敷
緑
端
帖
四
枚
、

為
公
卿
座
、
〈
西
上
南
面
、
但
自
第
三
間
西
頭
敷
帖
、
為
令
第
一
上
卿
嘗
天
臨

也、〉
西
第
三
柱
嘗
上
卿
座
懸
科
札
、

件
札
入
重
服
之
人
否
有
論
、
〈
宇
治
殿
御
説
可
入
、
〉

〈
首
云
、
科
筒
、
板
一
枚
一
尺
許
、
北
廊
第
二
関
東
柱
打
科
筒
、
弓
立
上
七

・
八
寸
許
打
之
、
蝉
毘
云
、
利
割
嗣
刺
到
創
叶
l

劇
倒
閣
四
1
制
刺
刷
剰
刺
樹
到

員
、
儒
者
不
堪
者
、
或
注
八
、
或
説
云
、
賭
射
出
居
三
度
、
中
科
者
増
科
、
御

前
者
一
度
増
之
、
〉

賭
射
、
重
服
大
将
井
射
手
参
入
之
例
殿
、
但
代
初
弁
入
御
新
造
内
裏
時
可
改

之
、
摂
政
不
入
科
、
皆
注
四
、
増
者
八
、
中
科
後
場
其
科
、
（
後
略
）
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こ
れ
は
A
記
事
の
前
に
あ
る
射
場
始
の
設
営
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
射
場
に

設
け
ら
れ
た
公
卿
の
座
の
背
後
の
柱
に
懸
け
ら
れ
た
「
科
札
」
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
る
（
「
科
札
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
そ
の
な
か
で
「
蝉
麗
」
の
説
と
し
て
、

「
科
」
は
「
随
レ
射
」
っ
て
（
射
の
機
会
が
あ
る
た
び
に
）
定
め
、
最
初
は
皆

「
四
」
で
あ
り
、
射
の
機
会
の
た
び
に
贈
物
を
取
り
、
（
懸
物
を
取
っ
た
射
手
は
次
回

に
は
）
そ
の
員
H
数
を
増
す
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
或
説
」
で
は
一
回
「
中
科
」

と
な
っ
た
者
は
（
次
の
機
会
に
ば
）
「
科
」
の
数
を
増
す
、
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に

的
中
数
「
四
」
矢
で
「
中
科
」
と
な
っ
た
長
久
元
年
（
一

O
四
O
）
十
二
月
二
十
六

日
の
射
場
始
の
事
例
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

今
日
弓
場
始
也
、
（
中
略
）
次
召
能
射
先
令
射
之
、
〈
右
兵
衛
督
、
左
宰
相
中
将
、

右
中
将
行
経
、
〉
（
中
略
）
有
五
双
、
〈
予
入
念
人
云
々
、
〉
射
手
〈
隆
園
、
良
頼
卿
、



行
経
、
資
通
、
実
基
、
経
長
、
資
良
、
経
季
、
経
成
、
〉
（
中
略
）
前
後
的
数
持
也
、

上
卿
問
予
云
、
行
経
的
数
回
也
、
充
中
科
也
、
可
給
懸
物
欺
、
予
申
云
、
行
経
先

制
判
副
利
剣
劇
側
甘
可
剖
剤
耐
制
到
利
剖

1
4刺
翻
刻
判
、
（
中
略
）
懸
物
等
納
所

可
経
公
用
、
仰
蔵
人
了
、
（
後
略
）

（
『
春
記
』
長
久
元
年
十
二
月
十
六
日
条
）

射場始・殿上婚弓等における f中科」（山本）

射
場
始
で
は
、
一
二
度
な
い
し
は
五
度
で
終
わ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
が
、
的
中
数

が
四
矢
で
「
中
科
」
と
な
っ
た
例
は
少
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
五
双
」
と
あ
る
の
で
射

は
五
度
で
あ
り
、
そ
の
結
果
藤
原
行
経
が
的
中
数
回
矢
だ
っ
た
。
そ
こ
で
上
卿
は
蔵

人
頭
藤
原
資
平
に
、
「
中
科
」
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
か
ら
、
懸
物
を
給
う
の
か
と

尋
ね
た
の
に
対
し
、
資
薦
は
、
行
経
は
先
年
「
四
科
」
を
中
て
て
懸
物
を
給
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
回
は
「
五
科
」
で
な
け
れ
ば
懸
物
を
給
わ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
答
え
、
上
卿
は
了
解
し
た
。
資
平
は
蔵
人
に
懸
物
を
蔵
人
所
納
殿
に
納
め

「
公
用
」
に
支
出
す
る
よ
う
命
じ
た
。

実
際
に
行
経
は
同
じ
後
一
条
朝
の
長
元
七
年
〈
一

O
三
四
）
の
射
場
始
で
「
中

科
」
と
な
っ
て
い
る

B
。
こ
れ
は
一
回
「
中
科
」
と
な
っ
た
者
が
次
回
の
射
で
「
中

科
」
と
な
る
た
め
に
は
、
的
中
数
を
一
矢
増
や
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

B
『
江
家

次
第
』
の
「
科
札
」
の
記
載
に
合
致
す
る
事
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

B
『
江
家
次

第
』
記
事
は
五
度
の
射
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
五
度
の
際
に
「
中

科
」
と
な
る
た
め
に
は
四
矢
の
的
中
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

長
久
二
年
（
一

O
四
一
）
の
弓
輿
の
負
態
で
五
度
の
射
が
催
さ
れ
た
際
に
、
「
五
度
射

了
、
〈
科
四
也
、
而
科
中
的
、
何
況
於
科
員
哉
〉
」

E
と
見
え
、
五
度
の
場
合
の

「
科
」
は
「
四
」
矢
で
あ
り
、
「
科
」
と
は
的
に
中
た
る
こ
と
を
い
う
が
「
科
」
の
員

（
数
）
の
こ
と
も
い
う
、
と
い
う
記
載
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
他
に
的
中
数
回
矢
で

「
中
科
」
と
な
っ
た
も
の
に
、
寛
治
五
年
（
一

O
九
一
）
十
月
五
日
の
射
場
始
の

「
宰
相
中
将
経
実
、
中
科
、
〈
四
〉
」

B
が
あ
り
、
『
後
二
条
師
通
記
』
同
日
条
よ
り

三
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
前
年
の
射
場
始
に
お
い
て
コ
一
位

中
将
〈
経
、
〉
矢
三
中
的
、
給
懸
物
」

8
と
あ
る
よ
う
に
同
じ
堀
何
朝
に
お
い
て
一
回

「
中
科
」
と
な
り
、
「
中
科
」
と
な
る
的
中
数
が
三
矢
か
ら
四
矢
へ
一
矢
糟
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「
宰
相
公
実
卿
、
三
度
射
四
科
、
伺
給
懸
物
」

S
が
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
三
度
で
あ
る
か
ら
普
通
な
ら
三
矢
的
中
で
「
中
科
」
な
の
で
「
過
科
」

に
該
当
す
る
、
も
し
く
は
同
じ
白
河
朝
に
一
回
「
中
科
」
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、

彼
の
「
中
科
」
が
一
矢
増
し
て
四
矢
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
中
科
」
で
あ
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
事
例
と
し
て
、
近
衛
官
人
や
東
宮
帯
刀
を
臨
時
に
召
し
て

賭
弓
を
さ
せ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

C
『
北
山
抄
』
巻
第
三
、
拾
遺
雑
抄
上
、
殿
上
賭
弓
事

（
前
略
）
臨
時
召
近
衛
府
帯
刀
等
者
、
大
将
井
大
夫
進
其
奏
、
（
中
略
）
上
卿
下
給
、

召
出
居
次
将
一
人
給
之
、
〈
給
左
次
将
、
〉
令
記
中
否
、
以
七
以
上
為
其
科
央
、

寛
和
口
年
倒
、
如
応
和
、
〈
不
召
帯
刀
、
〉
但
依
右
勝
、
更
被
延
度
、
賭
弓
時

依
十
度
可
射
、
左
無
利
者
、
不
皐
止
品
、
如
此
臨
時
時
、
無
此
例
云
々
、
此

日
、
左
将
曹
友
正
五
度
中
七
、
次
度
右
府
生
嘉
数
中
片
矢
、
友
正
不
中
、
仰

剣
劇
樹
可
剥
耐
判
馴
洲
剛
判
剖
州
側
例
制
到
巧
剥
刻
国
判
利
割
削
叫

給
懸
物
了
、
初
五
度
中
科
也
、
（
後
略
）

( 90) 

殿
上
賭
弓
に
お
い
て
近
衛
官
人
や
東
宮
帯
万
が
射
手
と
し
て
特
別
に
召
さ
れ
る
場

合
は
、
「
七
以
上
」
を
も
っ
て
「
科
」
（
「
中
科
」
）
と
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
実
例
と
し

て
寛
和
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
例
で
は
、
左
少
将
友
正
が
五
度
ま
で
で
七

矢
的
中
さ
せ
、
六
度
目
で
右
府
生
嘉
数
が
一
矢
を
中
て
た
が
友
正
は
二
矢
と
も
は
ず

し
、
六
度
が
終
了
し
た
時
点
で
両
人
と
も
的
中
数
は
七
矢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
上
卿

は
五
度
の
終
了
時
点
で
は
友
正
だ
け
が
七
矢
を
中
て
て
い
て
「
中
科
」
に
な
る
と
し
、

友
正
を
「
中
科
」
と
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
五
度
を
基
本
と
し
て

「
七
以
上
」
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
‘
る
・
か
ら
、
先
の
A

・8
に
お
い
て
も
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同
様
に
五
度
を
対
象
と
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

A
・
B
に
お
い
て
は
五
度
中

四
矢
の
的
中
が
「
中
科
」
の
条
件
と
な
る
の
に
対
し
、
こ
の
場
合
が
「
七
以
上
」
で

あ
る
の
は
、
射
手
が
公
卿
・
殿
上
人
で
な
く
近
衛
官
人
や
東
宮
帯
万
と
い
っ
た
、
職

掌
が
ら
射
芸
に
秀
で
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う

に
彼
ら
は
「
科
札
」
に
入
る
対
象
者
と
は
な
ら
ず
、
実
際
に
古
記
録
に
類
似
の
事
例

を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
は
非
常
に
特
異
な
ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
中
科
」
と
は
何
か
を
定
義
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
中
科
」
と
は
、
歩
射
の
度
数
と
射
手
の
実
績
（
過

去
の
「
中
科
」
経
験
）
に
応
じ
て
決
ま
る
懸
物
を
給
わ
る
条
件
と
し
て
の
的
中
数
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
射
場
始
や
殿
上
賭
弓
に
お
い
て
射
手
と
な
る
の
は
公
卿
・
殿
上

人
に
限
ら
れ
、
大
半
の
場
合
三
度
も
し
く
は
五
度
で
あ
る
か
ら
、
三
度
の
場
合
は
的

中
数
三
矢
、
五
度
の
場
合
は
的
中
数
回
矢
の
こ
と
を
指
す
と
言
え
る
。
ま
た
、
詳
し

く
は
後
述
す
る
が
、
代
替
わ
り
ゃ
、
内
裏
新
造
に
よ
る
射
場
の
新
設
等
が
無
け
れ
ば
、

一
回
「
中
科
」
と
な
っ
た
者
が
次
回
の
射
以
降
に
「
中
科
」
と
な
る
た
め
に
は
、
一

矢
分
的
中
数
が
増
や
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第4号史人

二
、
「
中
科
」
と
「
能
射
」

「
中
科
」
と
「
能
射
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
「
科
札
」
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
高
E
B
『
江
家
次
第
』
か
ら
は
、
明
義
門
廊
に
あ
る
上
卿

の
座
の
背
後
の
柱
に
「
板
一
枚
一
尺
許
」
の
「
科
簡
（
札
ご
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
本
朝
世
紀
』
久
安
一
二
年
（
一
一
四
七
）
十
月
二
十
九
日
条
に

は
「
件
鮪
出
納
書
之
、
摂
政
以
下
殿
上
小
舎
人
以
上
、
除
域
外
服
億
人
之
外
注
之
、

不
注
位
階
欺
、
二
堺
注
之
」
と
見
え
、
京
外
と
服
喪
の
人
を
除
く
公
卿
殿
上
人
の
名

が
二
段
に
分
け
ら
れ
て
、
蔵
人
所
出
納
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
『
法
曹
類

林
』
（
巻
第
二
百
、
公
務
八
、
鹿
次
一
一
）
で
は
、
散
三
位
上
鵡
と
参
議
三
位
下
鵬
の
署

所
の
上
下
に
つ
い
て
問
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
座
次
に
よ
っ
て
「
科
簡
」
を
書
く
と

し
て
お
り
、
公
卿
・
殿
上
人
の
歴
名
が
そ
の
座
次
順
に
よ
っ
て
書
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
先
の
B

『
江
家
次
第
』
で
は
五
度
の
場
合
「
皆
注
四
、
増
者

八
、
中
科
後
増
其
科
」
と
あ
り
、
名
前
と
一
緒
に
そ
れ
ぞ
れ
四

1
八
（
最
初
は
皆
四
、

「
中
科
」
と
な
る
と
そ
の
数
を
増
す
）
の
数
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
射

手
一
人
一
人
に
つ
い
て
「
中
科
」
に
な
る
矢
数
を
管
理
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実

際
に
、
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
十
一
月
七
日
に
行
わ
れ
た
射
場
始
で
は
、

藤
原
兼
綱
が
三
度
で
三
矢
的
中
し
、
「
中
科
」
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
懸
物
を

給
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
実
資
は
疑
問
視
し
て
お
り
、
こ
の
原
因
を
「
不
懸

科
筒
、
遺
失
事
也
」
と
「
科
簡
」
が
懸
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
様

子
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
科
簡
」
は
B

『
江
家
次
第
』
に
「
但
代
初
井
入
御
新
造
内
裏
時

可
改
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
代
初
や
新
造
内
裏
に
遷
御
し
た
後
に
は
書
き
改
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
長
暦
三
年
（
一

O
三
九
）
十
二
月
二
十
七
日
の
射
場
始
で

は
、
「
件
射
場
殿
兼
臼
被
仰
修
理
職
、
所
新
造
也
」
と
あ
る
よ
う
に
新
造
さ
れ
た
射
場

殿
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
「
科
簡
同
令
懸
也
、
〈
新
書
也
ご
と
、
「
科
簡
」
は
新

た
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
先
に
「
中
科
」
と
な
っ
た
者
が
次
に
「
中
科
」
と
な
る

た
め
に
は
、
的
中
数
が
一
矢
増
さ
れ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
は

「
科
簡
」
が
書
き
直
さ
れ
る
ま
で
、
つ
ま
り
代
初
ま
た
は
新
造
内
裏
に
遷
御
す
る
ま

で
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
書
き
直
さ
れ
た
ら
そ
の
増
し
た
数
も
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
科
札
」
と
は
、
公
卿
殿
上
人
の
射
場
始
等
の
代
始
め

以
降
の
成
績
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
射
手
一
人
一
人
に
つ
い
て
「
中
科
」

に
該
当
す
る
矢
数
を
判
定
す
る
材
料
に
な
る
も
の
と
言
え
る
。
「
中
科
」
と
な
る
こ
と

は
射
場
始
や
殿
上
賭
弓
の
全
体
数
か
ら
考
え
て
少
な
い
た
め
、
当
然
「
中
科
」
と
な

っ
て
「
科
札
」
に
書
か
れ
た
矢
数
が
多
い
者
は
射
芸
に
秀
で
た
能
射
の
人
で
あ
る
こ

と
が
一
目
陳
然
で
あ
る
。
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射場始・殿上賭弓等における『中科」（山本）

和暦 西暦 月日 能射 懸物 史剥

永延 988 10月5日 旗康道長・道鋼、2臨時中 例懸物 女装束（皇太后宮｝ r11、右肥』

永酵克 989 10月20日 蔵原道長‘公季、温時中 ｛内蔵寮） 女華東｛皇太后官｝ r小右毘』・『紀略』

:II保z 999 10月21日陣原道網・斎傭・正光・行成・実成・際政、2軍俊賢 『権包』・r小右毘』

長保由 1001 10月19日 5・6人 『纏記』

寛弘元 1004 10月5日 厳原資信‘行成、源俊費 f権飽』・『紀略』

寛弘ー 1006 10月16日 『御堂土『紀略』

寛弘車 1008 10)!15日 藤原陸軍（一人） 『御堂土『紀略』f権記』

寛弘六 1009 11月23日 藤原正光 『御堂』・『権記』

長和克 1012 12月4日 不候 『御堂』

：＆和＝ 1014 11月7日 （中宮｝ r11、右記』

長和五 1015 12月16日 調E長経 『御堂』

寛仁z 1017 10月5日 蔵原教通・能信・遭雅・公成カ 絹（肉.寮） 女装束｛豊富） 『左健記』・『’i、右肥』・『紀略』

寛仁ー 1019 10月5日 ｛中宮） 『左経E』・『飽略』・『’l、記目録J
寛仁四 1020 12月30日 ｛中宮｝ f1J、右記』・『左経記』・『紀略』

万，F 1025 10月19日 .原重歩（遅参） 絹五疋（肉蔵寮） x （中宮） 『左軽犯』・『小右記』

長元七 1034 101!8日 x （中宮） 『左経犯』・『紀略』

長元九 1036 12月18日 藤原頼宗・公成、源師濁・陸回・段上人五人 女装束ー具（宮御方） 『範囲包』・『春記』

寛治z 1087 12月26日 源師忠・雅実、藤原公実・基忠 （前斎宮） 『中省毘』・『世紀』

寛治ー 1089 11月23日 蔵原基忠・仲実・案通 『中右記』

寛治四 10鈎 11月9日 薗原＇＊忠・基忠、源維俊 女房装集｛斎宮） 『中右記』・『後』

寛治五 1091 10月5日 蕗原基忠・経実・宗通 女装束 『中布記』・『後二』・r為房』

寛治六 1092 10月5日 藤原＇＊忠・能実・源国信 ｛肉周監察） 女装束一腹｛女御） 『中右記』

寛治七 1093 12月16日 蔵原経実、ii雅俊・国信 『中右毘』・『後二』·r•湧』

嘉保一 1095 12月14日 蔵原忠実・経実・忠敏 『中右記』

承徳元 1097 12月17日 .原忠実・経実・忠敏 『中右記』

承徳二 1098 12月13日 蔵原忠実・鰻実、源顕通 『中有記』・『長枝記目録』

康和四 1102 10月5日 蔵原仲実・忠敏、源師時 （中宮） 『殿艦上『中省記』・f:II紋箆』
康和主 1103 10月5日 源国信・師時・臓原忠敏 女義東｛中宮） 『中右記』・flt層上『世紀』

長治元 1104 10月16日 源国信圃顕通、旗康実隆 ｛中宮） 『中右記』・『殿麿』

長治ニ 1105 12月20日 ii雄俊・師時．蔵原忠敏 （中宮） 『中右記』・『殿膚』

嘉承耳 1106 12月22日 源顕通・師童、藤原忠敏 『中右記』・『殿暦』・『永昌飽』

天仁z 1108 12月22日 意雅俊、藤原忠教・実隆 女装束（皇后宮職） 『殿腸』・『中右記』

天永元 1110 12月5日 園高原忠通 『段贋』

天永ニ 1111 12月28日 藤原忠教・実隆・信通 『殿lit.』副『中右記』・『永昌毘』
実永z 1112 10月11日 .顕通・顕雅・簡略 『殿脂』，『中右記』

永久z 1113 10月5日 蔵原忠通・実隆・通季 『殿暦』・『長秋記』

永久＝ 1115 12月27日 ii顕通・師時、藤原通季 『殿店』
元永克 1118 11月23日 蔵原忠敏・通季、..定 （肉蔵寮） 女装束（中宮｝ 『殿層上『中右記』
保安元 1120 10月5日 源顕通・確定·•原罰拠能 f中右偲』

大治一 1127 12月19日 ii顕雅・飾時、店原公教 Z中右毘』・『長秋記』
大治問 1129 10月26日 店原実蝕・公教・源理量定 『畏秩記』・f中右記』
大治五 1130 11月28日 源顕濯、蔵原忠宗・実衝 ｛内蔵寮） （中宮） 『中右記』・f:ll秋記』
天承克 1131 10月6日 （后宮） 『時傭記』
長承元 1132 11月14日 源雑定、蔵原案能・重通 女量産｛宮〉 『中右抱』・『兵範毘』
長承三 1134 10月5日 源雅定、.原宗能・経定 『中右毘』・『長秩偲』
久安三 1147 10月29日 藤原公能・季成・忠雅・光忠（教長選参の脅〉 絹｛肉磁寮） 無（皇后｝ 『世紀』・『台記』
保謁見 1156 10月5日 藤原公能・宗能 『中右飽』
仁安ニ 1167 12月24日 蔵原察軍・京通・基家等 ｛肉蔵寮） （中宮｝ 『兵範配』f患昧毘』
仁安三 1168 12月10日 源雅通、藤原実園・実諜 繍五疋 f兵範記』・r愚昧記』
書応z 1169 12)!19日 権大納富蔵原·•原実園・実宗 （肉蔵寮） 『兵範記』f思昧記』

家安＝ 1173 12月6日 厳軍師長 『玉葉』・『愚昧犯』
治承再 1177 12月12日 藤原実定・実園”績実 『玉業』
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造2 射場始に見える能射と懸物

射
場
始
で
は
各
射
手
が
射
る
前
に

「
能
射
」
の
者
数
人
、
一
度
ず
つ
お

手
本
と
し
て
射
る
が
（
例
え
ば
前
掲

『
春
記
』
長
久
元
年
十
二
月
十
六
日

条
）
、
こ
の
と
き
選
ば
れ
る
者
は
ど

の
よ
う
な
人
物
か
考
え
て
み
た
い
。

実
際
に
行
わ
れ
た
射
場
始
の
う
ち
、

平
安
中
後
期
の
も
の
で
「
能
射
」
や

懸
物
の
記
述
が
あ
る
も
の
を
表
2
に

ま
と
め
て
み
た
。
「
能
射
」
と
し
て

記
さ
れ
る
人
数
は
、
平
安
中
期
で
は

一
人
1
七
人
と
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、

平
安
後
期
に
な
る
と
ほ
ぼ
三
人
と
な

る
。
こ
れ
は
『
江
家
次
第
』
（
巻
第

九
、
十
月
、
射
場
始
）
に
も
「
能
射

人
多
三
入
品
、
公
卿
二
人
、
侍
臣
一

人
、
但
五
人
・
四
人
又
其
例
多
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

「
能
射
」
と
し
て
射
て
い
る
人
物
を

み
る
と
、
藤
原
忠
実
・
経
実
・
忠
教
、

源
師
時
・
顕
通
な
ど
同
じ
人
物
が
何

度
も
出
て
く
る
。
反
対
に
、
藤
原
実

資
の
場
合
、
日
記
に
儀
式
作
法
を
詳

細
に
記
し
な
が
ら
も
、
「
能
射
」
と

し
て
名
が
出
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ

は
「
能
射
」
の
語
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
射
の
上
手
と
い
う
意
味
を
も
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っ
か
ら
だ
ろ
う
。
先
の
表
1
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
能
射
」
の
藤
原
緩
実
は
「
中

科
」
と
し
て
も
そ
の
名
、
が
見
え
、
「
能
射
」
が
射
の
上
手
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
「
能
射
」
は
、
上
手
と
い
っ
て
も
当
た
ら
な
い
こ
と
も
多
く
、
前
後
の
射
手

が
射
る
本
番
前
に
模
範
演
技
と
し
て
二
矢
射
る
が
、
「
三
人
射
之
、
而
宰
相
中
将
矢
一

中
的
」

E
と
あ
る
よ
う
に
、
一
一
一
人
が
合
計
六
矢
射
て
一
矢
が
的
中
す
る
者
が
一
人
い

れ
ば
よ
い
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
公
卿
・
殿
上
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
射
手
の
中
で

は
射
の
上
手
に
違
い
な
く
、
「
能
射
」
は
前
後
の
射
手
が
射
る
本
番
の
前
に
、
出
回
の
手

本
と
し
て
そ
の
腕
前
を
披
露
す
る
こ
と
が
儀
礼
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
も
の
だ

ろ
う
。

2 0 1 2 

こ
の
「
能
射
」
が
選
定
さ
れ
る
基
準
が
明
確
に
示
さ
れ
た
史
料
は
な
い
が
、
た
ん

に
射
芸
が
得
意
だ
と
い
う
世
間
の
評
判
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
毎
年

の
射
場
始
に
お
け
る
成
績
の
記
録
を
「
科
札
」
を
通
じ
て
蔵
人
所
が
管
理
し
て
お
り
、

そ
の
通
算
成
績
に
よ
っ
て
「
能
射
」
は
決
ま
る
の
だ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
中
科
」
は
毎
年
の
射
場
始
で
毎
回
出
る
と
は
限
ら
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
通
算
成
績
は
蔵
人
所
に
よ
っ
て
長
期
に
わ
た
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た

と
見
て
よ
い
。
各
自
の
通
算
成
績
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ゃ
新
造
内
裏
に
遷
っ
た
時

に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
、
各
自
ま
た
四
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
よ
う

に
、
射
場
始
と
い
う
儀
礼
そ
の
も
の
が
昇
殿
制
と
結
び
つ
い
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
天
皇
と
射
場
始
の
参
加
者
と
の
親
密
な
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の

だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
卿
・
殿
上
人
の
射
場
始
に
お
け
る
射
の
成
績
は
、
「
科
札
」
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
彼
ら
の
射
手
と
し
て
の
技
量
レ
ベ
ル
が
評
価
さ
れ
、

「
科
札
」
の
通
算
成
績
に
よ
っ
て
「
能
射
」
と
認
定
さ
れ
、
射
場
始
で
手
本
を
示
す

栄
誉
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第 4号史人

三
、
『
中
科
』
と
『
懸
物
」

射
場
始
や
殿
上
賭
弓
に
お
い
て
は
、
「
中
科
」
ま
た
は
「
過
科
」
の
判
定
を
得
た
者

に
は
「
懸
物
」
が
与
え
ら
れ
た
。
儀
式
書
か
ら
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
射
場
始
の
場
合
、

A

『
江
家
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
①
射
場
始
の
対
戦
が
終
わ

る
と
、
運
営
雑
務
に
あ
た
る
「
所
掌
」
が
成
績
の
「
簡
」
を
上
卿
康
の
前
に
置
き
、

勝
方
と
「
中
科
」
し
た
射
手
名
を
上
卿
に
報
告
す
る
。
②
そ
れ
を
受
け
て
上
卿
は
天

皇
に
「
簡
」
目
成
績
（
「
科
札
」
で
は
な
く
各
射
手
の
不
中
を
記
し
た
も
の
）
を
奏
上

す
る
。
上
卿
は
「
所
掌
」
に
命
じ
て
奏
さ
せ
る
が
、
『
江
家
次
第
』
著
者
大
江
匡
房
は

頼
通
か
ら
、
「
小
野
宮
記
」
に
は
幼
主
の
場
合
は
上
卿
自
身
が
奏
上
す
る
と
指
摘
さ
れ

た
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
。
③
天
皇
の
「
筒
」
御
覧
を
経
て
「
中
科
」
の
者
が
い
た

場
合
、
勅
許
を
得
て
「
懸
物
」
が
与
え
ら
れ
る
。
匡
房
は
頼
通
か
ら
、
勅
許
の
の
ち

所
掌
は
天
皇
御
前
に
着
座
し
、
「
中
科
」
の
者
を
召
し
、
召
さ
れ
た
者
が
所
掌
の
傍
ら

に
抵
候
し
、
所
掌
が
懸
物
を
「
中
科
」
の
者
に
渡
す
、
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
注
記

し
、
ま
た
『
九
条
殿
記
』
〈
同

v

の
、
「
中
科
」
の
射
手
が
み
ず
か
ら
懸
物
を
取
っ
て
一
拝

し
て
退
く
例
も
引
用
し
、
「
過
科
」
の
者
と
「
中
科
」
の
者
が
い
た
場
合
、
「
過
科
」

の
者
に
与
え
る
、
「
中
科
」
が
二
人
だ
っ
た
場
合
は
両
方
給
わ
ら
な
い
か
、
分
け
て
給

わ
る
か
、
も
う
一
度
射
さ
せ
て
的
中
し
た
方
に
給
わ
る
（
中
た
ら
な
か
っ
た
ら
給
わ
ら

な
い
て
な
ど
の
作
法
を
注
記
し
て
い
る
。

次
に
殿
上
賭
弓
で
「
懸
物
」
を
給
わ
る
場
面
を
『
北
山
抄
』
（
巻
第
三
、
拾
遺
雑
抄

上
、
殿
上
賭
弓
事
）
か
ら
見
る
と
、
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（
前
略
）
若
有
中
科
之
者
、
上
卿
令
所
掌
奏
事
由
、
召
其
人
給
懸
物
、
〈
所
掌
解

取
侍
給
、
或
自
進
取
之
、
両
人
中
科
者
、
相
分
給
之
、
或
不
給
之
、
若
無
中
科

者
、
更
文
令
射
一
度
、
給
其
中
秀
者
也
、
〉
給
者
一
拝
退
出
、
（
後
略
）

と
み
え
る
と
お
り
、
先
の
射
場
始
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
示
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
次
第

だ
と
考
え
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
殿
上
賭
弓
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
前
半
は
「
所
司
装
束
射
場
、
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知
正
月
十
八
日
」
や
「
次
前
後
上
鵬
公
卿
起
座
、
進
射
手
奏
、
如
十
八
日
儀
」
の
よ

う
に
正
月
十
八
日
の
賭
弓
の
儀
を
踏
襲
し
て
行
わ
れ
、
射
手
が
射
お
わ
る
と
勝
方
は

勝
負
楽
を
奏
し
、
再
拝
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
前
半
で
あ
り
、
後
半
は
上
卿
が
勅
を
奉

り
、
「
召
所
掌
、
書
分
親
王
以
下
令
射
、
知
射
場
始
」
と
し
て
射
場
始
と
同
様
の
儀
が

行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
殿
上
賭
弓
は
射
手
を
殿
上
人
に
限
定
し
た
形
式
の
正
月
十
八

日
賭
弓
の
射
儀
と
射
場
始
の
射
儀
の
同
時
開
催
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
殿
上

賭
弓
で
「
中
科
」
の
者
が
懸
物
を
給
わ
る
の
は
、
射
場
始
と
同
様
の
儀
が
行
わ
れ
る

後
半
に
見
ら
れ
る
。
殿
上
賭
弓
の
場
合
、
そ
の
前
半
部
で
は
基
本
的
に
公
卿
を
除
く

殿
上
人
の
射
手
が
召
さ
れ
（
ぞ
後
半
部
で
公
卿
を
中
心
と
し
た
射
手
が
召
さ
れ
と
い

う
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
「
中
科
」
と
な
り
「
懸
物
」
を
給
わ
る
者
は
公
卿
・
殿
上
人

の
射
手
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

で
は
「
懸
物
」
を
用
意
す
る
の
は
ど
こ
で
あ
り
、
何
が
「
懸
物
」
と
し
て
提
供
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
儀
式
書
か
ら
該
当
す
る
部
分
を
見
る
と
、
射
場
始
で
は
「
結
立

懸
物
、
〈
或
射
分
前
有
懸
物
、
内
蔵
絹
五
疋
、
褒
以
練
着
樹
枝
、
同
六
位
蔵
人
取
之
、

出
自
売
名
門
、
結
立
巽
柱
、
〉
」
（
却
す
「
又
懸
后
宮
所
献
女
装
懸
物
、
下
上
以
木
枝
末

向
東
」

g
と
あ
り
、
内
蔵
寮
か
ら
練
絹
が
五
疋
出
さ
れ
射
場
殿
の
南
西
の
柱
に
、
「
后

宮
」
か
ら
女
装
束
が
出
さ
れ
て
木
の
枝
の
末
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
「
懸
物
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
面
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』
射
場
始
に
も
描

か
れ
て
お
り
、
射
手
が
射
る
時
に
立
つ
場
所
の
す
ぐ
近
く
に
見
え
る
。
儀
式
書
に
よ

れ
ば
、
「
懸
物
」
は
内
蔵
寮
と
「
后
宮
」
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
射
場
始
で

も
そ
れ
は
同
様
で
、
表
2
を
み
る
と
内
蔵
寮
か
ら
絹
が
出
さ
れ
、
「
后
宮
」
に
あ
た
る

皇
太
后
や
中
宮
、
斎
宮
な
ど
か
ら
は
女
装
束
が
出
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
所
用
の
物
品

の
調
達
や
保
管
を
職
務
と
す
る
内
蔵
寮
か
ら
「
懸
物
」
が
出
さ
れ
る
の
は
、
好
成
績

者
に
対
す
る
天
皇
の
直
々
の
恩
寵
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
列
席
者
が
見
守
る
中
で
の

懸
物
が
賜
与
さ
れ
る
場
面
は
、
天
皇
と
好
成
績
者
と
の
聞
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
列

席
し
た
公
卿
・
殿
上
人
の
集
合
的
親
密
性
を
演
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
后

宮
」
か
ら
「
贈
物
」
が
出
さ
れ
る
の
も
、
皇
后
（
中
宮
）
大
夫
・
亮
、
模
祭
上
卿
・
弁
、

斎
宮
長
官
な
ど
と
し
て
、
ま
た
行
啓
・
親
祭
行
列
に
前
駈
・
御
共
と
し
て
、
奉
仕
す

る
公
卿
・
殿
上
人
に
対
す
る
后
宮
か
ら
の
謝
意
や
期
待
を
表
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

正
月
十
八
日
の
賭
弓
で
は
こ
の
天
皇
か
ら
の
「
懸
物
」
が
な
く
、
射
手
と
な
る
近

衛
官
人
ら
に
は
後
日
、
還
饗
が
催
さ
れ
そ
こ
で
近
衛
大
将
か
ら
的
中
数
に
応
じ
て
禄

が
支
給
さ
れ
る
。
ま
た
そ
こ
で
良
い
成
績
を
修
め
れ
ば
相
撲
使
な
ど
の
任
務
を
与
え

ら
れ
た
り
を
、
昇
進
に
つ
な
が
っ
た
り
す
る

AZ
近
衛
府
の
射
手
は
近
衛
府
内
部
で

把
握
・
管
理
さ
れ
る
通
算
成
績
に
基
づ
い
て
選
抜
さ
れ
奉
仕
す
る

8
0
こ
れ
は
近
衛

官
人
・
舎
人
と
し
て
の
職
務
の
一
環
と
し
て
儀
礼
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
衛
府
官
人
・
舎
人
の
射
芸
錬
磨
の
成
果
を
天
皇
の
御
覧
に
入

れ
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
正
月
十
八
日
の
賭
弓
と
違
い
、
射
場
始
や
殿
上
賭
弓
は
、

天
皇
と
公
卿
・
殿
上
人
の
関
係
の
親
密
化
を
は
か
る
遊
興
的
な
宮
廷
儀
礼
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
遊
興
的
な
場
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
「
懸
物
」
は
、
天
皇
と
公
卿
・
殿

上
人
の
集
合
的
親
密
性
を
盛
り
上
げ
る
効
果
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
と
き
守
え
る
。

お
わ
り
に
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こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
稿
を
閉
じ
よ
う
。
ま
ず
「
中
科
」
と
は
五
度
で
は

四
矢
、
三
度
で
は
三
矢
の
的
中
を
指
し
、
代
替
わ
り
ゃ
新
造
内
裏
へ
の
還
御
、
射
場

殿
の
新
造
な
ど
が
な
い
期
間
に
お
い
て
一
度
「
中
科
」
と
な
っ
た
者
が
再
度
「
中

科
」
と
な
る
た
め
に
は
一
矢
ず
つ
婚
さ
れ
る
。
「
中
科
」
の
者
に
は
内
蔵
寮
・
后
宮
か

ら
出
さ
れ
る
「
懸
物
」
が
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
射
場
始
で
の
成
績
は
、
蔵
人
所
が

「
科
札
」
に
よ
っ
て
通
算
・
管
理
し
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ゃ
新
造
内
裏
へ
の
遷
御
や

射
場
殿
の
新
造
が
あ
る
ご
と
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
射
の
評

価
が
な
さ
れ
、
「
能
射
」
と
し
て
射
場
始
で
射
る
栄
誉
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
意
味
や
内
容
が
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、

そ
れ
ら
が
儀
礼
・
行
事
の
構
成
要
素
と
し
て
何
を
表
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
中
科
」
の
者
に
天
皇
か
ら
「
懸
物
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
衛
府
の
射
手
に
は
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こ
れ
が
当
て
は
ま
ら
ず
、
公
卿
・
殿
上
人
で
射
手
が
構
成
さ
れ
る
射
場
始
や
殿
上
賭

弓
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
、
「
科
札
」
に
反
映
さ
れ
る
成
績
が
代
替
わ
り
に
リ

セ
ッ
ト
さ
れ
る
こ
と
、
の
三
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
・
行
事
が
昇
殿
制

と
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
ま
た
、
仁
明
朝
に

内
裏
に
射
場
が
設
置
さ
れ
て
以
後
、
殿
上
賭
弓
と
類
似
の
儀
礼
が
数
例
確
認
で
き
、

「
射
場
始
」
と
い
う
名
称
の
初
見
が
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
で
あ
る
こ
と
も
、
昇
殿

制
の
整
備
と
と
も
に
年
中
行
事
化
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
王
朝
国
家
に
お
け
る
昇
殿
制
は
、
律
令
国
家
の
位
階
制
が
有
し
て
い
た
天
皇
と

有
位
者
と
の
臣
従
関
係
確
認
機
能
が
低
下
す
る
な
か
で
、
律
令
位
階
制
に
お
い
て
貴

族
の
資
格
で
あ
っ
た
五
位
以
上
の
者
の
う
ち
、
天
皇
と
の
恩
寵
関
係
の
あ
る
特
定
の

人
物
を
選
抜
し
て
よ
り
限
定
性
を
高
め
、
殿
上
の
聞
に
詰
め
さ
せ
て
宿
直
・
陪
膳
に

奉
仕
さ
せ
る
し
く
み
で
あ
り
、
昇
殿
を
聴
さ
れ
た
者
は
、
聴
さ
れ
な
い
地
下
人
と
比

べ
で
は
る
か
に
強
い
天
皇
と
の
人
格
的
関
係
・
思
寵
関
係
と
そ
れ
に
と
も
な
う
特
権

性
を
確
証
す
る
こ
と
に
な
る
き
。
射
場
始
や
殿
上
賭
弓
に
参
加
し
射
手
と
し
て
奉
仕

す
る
公
卿
・
殿
上
人
は
、
そ
の
儀
礼
・
行
事
と
い
う
場
に
お
い
て
天
皇
と
自
ら
と
の

よ
り
親
密
な
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
儀
式
に
お
け
る
禄
物
は
、

限
ら
れ
た
者
の
み
が
与
か
る
こ
と
が
で
き
る
経
済
的
恩
典
で
あ
る
五
百
「
懸
物
」
と
し

て
内
蔵
寮
・
穀
倉
院
や
后
宮
か
ら
出
さ
れ
る
懸
物
を
「
中
科
」
と
し
て
給
わ
る
こ
と

は
、
本
人
の
み
な
ら
ず
そ
の
場
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
限
定
さ
れ
た
一
握
り
の

人
々
と
天
皇
と
の
関
係
を
よ
り
親
密
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
機
能
を
果
た
す
構
成
要
素
を
も
っ
射
場
始
・
殿
上
賭
弓
と
い
う
儀
礼
は
、
王

朝
国
家
の
宮
廷
社
会
に
お
い
て
、
昇
殿
制
に
裏
付
け
さ
れ
た
、
天
皇
と
公
卿
・
殿
上

人
と
の
聞
の
思
寵
・
泰
公
で
結
ぼ
れ
た
強
い
砕
を
確
認
す
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第 4号史人

位

（1
）
大
日
方
克
巳
「
射
礼
・
賭
弓
・
弓
場
始
」
（
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
三
年
）
。

（2
）
『
年
中
行
事
秘
抄
』
十
月
五
日
、
射
場
始
事
。

（3
V
大
日
方
氏
註
1
論
文
。

（4
）
踏
歌
後
宴
に
お
け
る
賭
弓
で
も
「
中
科
」
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
の
後
宴
自
体
、

『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
、
正
月
、
踏
歌
事
、
『
九
暦
』
天
徳
四
年
（
九
六

O
）
三
月

八
日
条
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
十
月
一
日
条
な
ど
、
十
世
紀
前
半
ま
で
し
か
確

認
で
き
な
い
た
め
、
今
回
の
考
察
対
象
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
正
月
十
八
日
の

賭
弓
の
成
立
と
関
係
が
あ
る
と
の
見
解
も
あ
り
（
倉
林
正
次
「
正
月
儀
礼
の
成

立
」
〈
『
饗
宴
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七

O
年
〉
）
、
こ
の
儀
礼
の
も
つ
意
義
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（5
）
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
『
侍
中
群
要
』
巻
九
「
定
殿
上
賭
弓
事
」
に
よ
る
と
、

殿
上
賭
弓
は
、
「
大
略
如
正
月
十
八
日
之
儀
」
く
射
場
を
装
束
し
、
「
相
分
侍
臣
以

為
前
後
」
し
て
賭
弓
を
行
い
、
勝
方
の
舞
・
拝
が
行
わ
れ
る
前
半
部
分
と
、
そ
の

後
に
射
場
始
の
形
式
で
「
更
分
王
卿
及
侍
臣
、
令
射
之
」
め
る
後
半
部
分
と
に
分

か
れ
る
。
前
半
部
分
と
後
半
部
分
の
射
手
に
お
け
る
違
い
は
、
前
半
は
射
手
が
不

足
し
た
場
合
を
除
き
射
手
に
公
卿
が
含
ま
れ
な
い
の
に
対
し
、
後
半
は
射
手
の
中

心
が
公
卿
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
後
半
部
分
の
射
手
の
み
に
「
中
科
」
が
見

ら
れ
る
。

（6
）
拙
稿
「
儀
式
書
に
見
る
平
安
時
代
の
勝
負
儀
礼
の
勝
敗
と
勝
負
楽
」
（
『
広
島
大

学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
部
〈
文
化
教
育
開
発
関
連
領
域
〉
第
五
七

号
、
二

O
O八
年
）

（7
）
『
貞
信
公
記
抄
』
天
徳
四
年
（
九
六

O
）
三
月
八
日
条
。

（8
〉
『
御
堂
開
自
記
』
寛
弘
五
年
（
一

O
O八
）
十
月
五
日
条
。

（9
）
「
射
場
始
結
番
」
と
あ
る
が
、
射
場
始
が
「
春
」
に
行
わ
れ
た
例
は
管
見
の
限

り
見
あ
た
ら
ず
、
康
和
元
年
（
一

O
九
九
）
の
射
場
始
は
十
一
月
十
一
日
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
『
中
右
記
』
目
録
や
『
本
朝
世
紀
』
等
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
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射場始・殿上賂弓等における「中科J（山本）

で
、
お
そ
ら
く
射
場
始
の
結
番
で
は
な
く
、
康
和
一
元
年
の
二
月

3
三
月
に
盛
ん
に

催
さ
れ
て
い
る
小
弓
合
や
歩
弓
等
（
『
後
二
条
師
通
記
』
・
『
中
右
記
』
・
『
長
秋

記
』
等
）
の
結
番
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
叩
）
「
六
位
井
侍
等
」
を
射
手
と
し
て
師
通
第
で
私
的
に
行
わ
れ
た
小
弓
合
で
あ
る

か
ら
、
師
通
と
の
関
係
か
ら
射
手
は
選
ば
れ
、
師
通
か
ら
懸
物
が
与
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

〈H
｝
『
左
経
記
』
長
元
七
年
（
一

O
三
四
）
十
月
八
日
条
。

（
ロ
）
『
春
記
』
一
長
久
二
年
（
一

O
四
一
）
三
月
二
十
六
日
条
。

（
日
）
『
中
右
記
』
寛
治
五
年
（
一

O
九
一
）
十
月
五
日
条
。

（M
）
『
中
右
記
』
寛
治
四
年
（
一

O
九
O
）
十
一
月
七
日
条
。

（
日
）
『
為
房
卿
記
』
永
保
二
年
（
一

O
八
二
）
三
月
二
十
八
日
条
。

（
凶
）
「
科
札
」
に
つ
い
て
他
に
言
及
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
山
田
英
雄
「
平
安
時
代

の
日
記
に
見
え
る
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
』
六
、
一
九
八
四
年
）
が
あ
り
、
「
科
簡

（
札
ご
は
射
手
の
交
名
な
ど
が
書
か
れ
、
釘
な
ど
に
懸
け
ら
れ
た
ら
し
く
考
え
ら

れ
る
唯
一
の
も
の
と
さ
れ
る
。

（
口
）
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一

O
八
）
十
二
月
二
十
三
日
条
。

（
時
）
『
九
暦
』
逸
文
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
二
月
十
六
日
条
（
殿
上
賭
弓
）
。
『
西

宮
記
』
正
月
下
、
殿
上
賭
弓
頭
書
。

h

（
円
〉
『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
、
正
月
に
載
せ
る
「
殿
上
賭
弓
」
で
は
、
「
有
不
足
分
給

王
卿
為
射
手
」
と
見
え
、
基
本
的
に
は
王
卿
を
含
ま
な
い
殿
上
人
で
射
手
が
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
却
）
『
西
宮
記
』
恒
例
第
三
、
十
月
、
射
場
始
事
。

（
幻
）
『
江
家
次
第
』
巻
第
九
、
十
月
、
射
場
始
。

（
n）
染
井
千
佳
「
相
撲
の
部
領
使
に
つ
い
て
」
（
『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
一
二
、

二
O
O八
年
）
。

（
幻
）
例
え
ば
、
「
以
近
衛
惟
宗
為
武
補
府
掌
、
賭
射
射
手
、
矢
数
者
也
」
（
『
小
右

記
』
長
元
元
年
〈
一

O
二
八
〉
九
月
九
日
条
）
や
、
「
府
掌
惟
宗
為
武
補
番
長
、
賭

射
矢
数
者
」
（
『
小
右
記
』
長
元
五
年
〈
一

O
三
二
〉
十
二
月
三
日
条
）
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

（M
｝
鳥
谷
智
文
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
府
府
務
運
営
の
一
考
察

l
『
小
右

記
』
を
中
心
と
し
て
」
（
『
史
学
研
究
』
第
一
九
九
号
、
一
九
九
三
年
）
。

（
お
）
昇
殿
制
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
今
正
秀
「
王
朝
国
家
宮
廷
社
会
の
編
成
原
理
」

｛
『
歴
史
学
研
究
』
第
六
六
五
号
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
お
）
今
氏
註
お
論
文
。
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四
月
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一
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